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【 請 求 項 ３ 】
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【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

内 視 鏡 と 、
前 記 内 視 鏡 の 遠 位 端 に 接 続 し た プ ロ ー ブ ・ ヘ ッ ド と 、
前 記 内 視 鏡 に 固 定 さ せ た 可 撓 性 チ ュ ー ブ と 、
前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ 内 に 摺 動 可 能 に 配 置 し た 半 剛 性 ロ ッ ド と 、
を 備 え る 剛 性 調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ が 内 視 鏡 の 内 部 の 中 心 に 来 て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 剛 性 調 節 可 能
な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 前 記 内 視 鏡 が 連 結 区 間 を 含 む 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 剛 性 調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ
。

 前 記 プ ロ ー ブ ・ ヘ ッ ド が 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ で あ る 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に
記 載 の 剛 性 調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 連 結 区 間 を 有 す る 内 視 鏡 と 、
前 記 内 視 鏡 の 遠 位 端 に 接 続 し た プ ロ ー ブ ・ ヘ ッ ド と 、
前 記 内 視 鏡 の 内 部 に 固 定 さ せ た 可 撓 性 チ ュ ー ブ と 、
前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ 内 に 摺 動 可 能 に 配 置 し た 半 剛 性 ロ ッ ド と 、
を 備 え る 剛 性 調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ が 内 視 鏡 の 内 部 の 中 心 に 来 て い る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 剛 性 調 節 可 能
な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 前 記 プ ロ ー ブ ・ ヘ ッ ド が 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ で あ る 、 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 剛 性
調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ 。

 剛 性 調 節 可 能 な 経 食 道 プ ロ ー ブ を 使 用 す る 方 法 で あ っ て 、
そ の 遠 位 端 に プ ロ ー ブ ・ ヘ ッ ド を 接 続 さ せ か つ そ の 内 部 に 可 撓 性 チ ュ ー ブ を 固 定 さ せ て い



【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】
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る 内 視 鏡 を 患 者 内 に 挿 入 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 内 視 鏡 を よ り 剛 直 に す る た め に 、 前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ 内 で 半 剛 性 ロ ッ ド を 前 進 さ せ る
ス テ ッ プ と 、
を 含 む 方 法 。

 さ ら に 、 前 記 内 視 鏡 を よ り 柔 軟 に す る た め に 、 前 記 可 撓 性 チ ュ ー ブ 内 で 前 記 半 剛 性 ロ ッ
ド を 後 退 さ せ る ス テ ッ プ を 含 む 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。

 さ ら に 、 超 音 波 ト ラ ン ス ジ ュ ー サ を 用 い て 内 部 臓 器 を 画 像 化 す る た め に 前 記 プ ロ ー ブ ・
ヘ ッ ド を 利 用 す る ス テ ッ プ を 含 む 請 求 項 ８ 又 は ９ に 記 載 の 方 法 。
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